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特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
二
〇
年
九
月
、
安
倍
首
相
は
辞
職
し
た
。

安
倍
首
相
退
陣
は
「
壊
憲
政
治
」
の
挫
折
の
は

ず
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
菅
自
公
政
権
も
「
壊
憲

政
治
」
を
粛
々
と
進
め
て
い
る
。「
壊
憲
」
だ
け

で
な
く
、「
明
文
改
憲
」
の
動
き
も
す
す
め
て
き

た
。
二
〇
二
一
年
秋
ま
で
に
は
必
ず
総
選
挙
が

あ
る
。
総
選
挙
を
見
据
え
、
菅
自
公
政
権
の
本

質
を
「
法
の
専
門
家
」
の
視
点
か
ら
社
会
に
提

示
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
、

菅
自
公
政
権
を
本
格
的
に
検
証
し
よ
う
と
す
る

の
が
本
企
画
の
意
図
で
あ
る
。

　

最
初
に
菅
自
公
政
権
の
実
態
の
紹
介
と
そ
の

法
的
問
題
を
概
観
す
る（
広
渡
論
文
）。
た
と
え

ば
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
の
千
原
ジ
ュ
ニ
ア
は
、
葬

儀
も
で
き
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｏ

Ｃ
バ
ッ
ハ
会
長
の
歓
迎
会
に
菅
首
相
、
小
池
都

知
事
ら
四
〇
人
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
批
判
し
た

（『
日
刊
ス
ポ
ー
ツ
』
二
〇
二
一
年
七
月
一
九
日
付

電
子
版
）。
一
般
市
民
は
死
に
目
に
会
え
ず
、
葬
儀
す
ら
参
加
で
き
な
い
一

方
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
バ
ッ
ハ
会
長
の
歓
迎
会
を
四
〇
人
も
集
め
て
行
う
菅
自
公
政

権
の
対
応
に
市
民
は
納
得
す
る
の
か
。
い
ま
、
世
間
で
は
バ
ッ
ハ
氏
の
言
動

へ
の
批
判
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
バ
ッ
ハ
氏
の
要
求
を
断
ら
な
い
菅
自
公
政

権
の
対
応
こ
そ
問
題
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
海
外
か
ら
の
入
国

者
が
激
増
し
、
国
内
の
人
流
増
加
が
想
定
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
を
開
催
す
る
こ
と
が
「
い
の
ち
」「
安
全
」
を
守
る
政
治
な
の
か
。
コ

ロ
ナ
感
染
で
医
療
崩
壊
が
言
わ
れ
る
中
、
安
倍
・
菅
政
権
は
引
き
続
き
「
新

自
由
主
義
政
策
」
を
推
進
し
、
二
〇
二
〇
年
一
月
末
か
ら
二
〇
二
一
年
一
月

末
ま
で
の
一
年
間
で
二
万
一
一
七
四
床
も
病
床
を
削
減
し
た
。
二
〇
二
一
年

五
月
二
一
日
、
菅
自
公
政
権
は
病
床
削
減
や
医
師
数
抑
制
を
内
容
と
す
る
改

正
医
療
法
を
成
立
さ
せ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
病
床
削
減
や
医
師
数
抑
制
を

す
す
め
る
こ
と
が
「
い
の
ち
や
暮
ら
し
」
を
守
る
政
治
な
の
か
。
広
渡
論
文

で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
を
含
め
た
、
菅
自
公
政
権
の

検
討
が
な
さ
れ
る
。

　

次
に
「
土
地
等
監
視
及
び
利
用
規
制
法
」
が
検
討
さ
れ
る（
稲
論
文
）。
こ
の

法
律
は「
秘
密
法
」（
二
〇
一
三
年
成
立
）、「
安
保
法
制
」（
二
〇
一
五
年
成
立
）、「
共

謀
罪
」（
二
〇
一
七
年
成
立
）と
並
び
、「
戦
争
で
き
る
国
づ
く
り
」
の
一
環
を
担

う
法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
「
土
地
等
監
視
及
び
利
用
規
制
法
」
を
み
れ
ば
、「
デ

菅
壊
憲
政
治
を
検
証
す
る
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ジ
タ
ル
監
視
法
」
の
目
的
も
明
確
に
な
る
。
一
言
で
言
え
ば
「
政
府
に
よ
る

市
民
監
視
」
で
あ
る（
大
江
論
文
）。「
学
問
」「
科
学
」
を
軽
視
・
無
視
す
る
菅
自

公
政
権
の
本
質
は
「
日
本
学
術
会
議
任
命
拒
否
問
題
」
で
も
明
白
に
な
っ
た
。

た
だ
、
菅
自
公
政
権
の
壊
憲
政
治
は
「
学
問
の
自
由
」
の
領
域
で
も
現
在
進

行
形
で
あ
り
、
大
学
へ
の
国
家
統
制
を
強
化
す
る
改
正
国
立
大
学
法
人
を
成

立
さ
せ
た（
二
宮
論
文
）。

　

さ
ら
に
菅
自
公
政
権
は
「
明
文
改
憲
」
の
動
き
も
す
す
め
て
き
た
。
二
〇

二
一
年
五
月
三
日
、
菅
首
相
は
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
で
「
憲
法
改
正
に
関
す
る
議

論
を
進
め
る
最
初
の
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
は
国
民
投
票
法
改
正
案
の
成
立
を

目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
改
正
改
憲
手
続
法
成
立

は
明
文
改
憲
に
む
け
た
「
一
歩
」
と
な
る
。
二
〇
二
一
年
六
月
二
日
の
参
議

院
憲
法
審
査
会
で
与
党
推
薦
の
参
考
人
す
ら
「
審
議
が
不
十
分
」
と
発
言
し

た
よ
う
に
、
こ
の
法
律
の
審
議
も
極
め
て
ず
さ
ん
で
あ
り
、
内
容
も
問
題
だ

ら
け
で
あ
る（
南
論
文
）。

　

と
こ
ろ
で
、
い
ま
政
治
が
全
力
で
と
り
く
む
べ
き
問
題
は
何
か
。
い
う
ま

で
も
な
く
「
コ
ロ
ナ
対
策
」
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
一
月
一
四
日
、
日
本
医
学

会
連
合
、
日
本
疫
学
会
と
日
本
公
衆
衛
生
学
会
は
、
行
政
罰
に
よ
り
感
染
症

に
対
応
し
よ
う
と
す
る
政
策
は
感
染
症
阻
止
に
は
成
功
せ
ず
、
か
え
っ
て
感

染
症
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
困
難
に
さ
せ
た
歴
史
が
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す

声
明
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
専
門
家
の
意
見
に
耳
を
貸
さ
ず
、
二
〇
二
一
年

二
月
三
日
、
菅
自
公
政
権
は
改
正
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
特
別
措
置
法
を

成
立
さ
せ
た
。
専
門
家
の
見
解
を
踏
ま
え
な
い
法
改
正
の
結
果
、「
い
の
ち
と

暮
ら
し
」
を
守
る
の
に
適
し
た
法
改
正
に
な
っ
て
い
な
い（
永
山
論
文
）。

　

そ
も
そ
も
根
本
的
に
問
題
な
の
は
、
安
倍
・
菅
自
公
政
権
は
「
い
の
ち
と

暮
ら
し
」
を
守
る
政
治
を
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
五

月
二
八
日
、
筆
者
は
「
戦
争
を
さ
せ
な
い
１
０
０
０
人
委
員
会
」
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
「
失
業
者
の
増
加
は
自
殺
者
を
増
加
さ
せ
、
二
〇
二
一
年
に
は
自
殺

者
数
が
四
万
人
以
上
と
の
指
摘
も
あ
る
」
と
指
摘
し
た（「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
策
と
憲
法
改
正
論
議
」）。
失
業
や
倒
産
が
増
加
す
れ
ば
、
自
殺
者
が
増

加
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
国
の
役
割
は
個
人
の
生
命
や
安
全
を
守
る
こ

と
に
あ
る（
憲
法
一
三
条
、
二
五
条
）。
と
こ
ろ
が
安
倍
自
公
政
権
は
二
〇
二
〇

年
五
月
当
時
、
政
治
家
が
犯
罪
を
犯
し
て
も
裁
か
れ
な
い
こ
と
に
道
を
開
く

「
改
正
検
察
庁
法
」
の
成
立
を
目
指
す
な
ど
、
悪
質
極
ま
り
な
い
政
治
を
し

た
。
そ
の
結
果
、「
コ
ロ
ナ
禍
が
続
く
中
、
若
い
女
性
の
自
殺
が
増
え
て
い

る
。
三
〇
代
以
下
の
女
性
の
八
月
の
自
殺
者
数
は
一
九
三
人
と
、
前
年
同
月

に
比
べ
て
七
四
％
も
増
え
た
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
付

（
夕
刊
））。
自
殺
者
が
増
え
た
の
は
「
人
災
」
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
「
い
の

ち
と
暮
ら
し
」
を
守
る
政
治
を
し
な
か
っ
た
安
倍
晋
三
、
当
時
官
房
長
官
で

あ
っ
た
菅
義
偉
、
自
民
党
と
公
明
党
の
政
治
家
た
ち
に
あ
る
。
さ
ら
に
読
売

新
聞
で
も
、「
自
殺
者
が
夏
場
か
ら
急
増
し
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
流
行
が
長
引
き
、
精
神
面
に
も
悪
影
響
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一

人
で
も
多
く
の
命
を
救
う
対
策
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
」（『
読
売
新
聞
』
二
〇

二
〇
年
一
〇
月
八
日
付
〔
電
子
版
〕）と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
菅
自
公
政

権
は
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
当
時
も
、「
日
本
学
術
会
議
任
命
拒
否
問
題
」
を
起

こ
し
、「
一
人
で
も
多
く
の
命
を
救
う
対
策
を
急
」
ぐ
政
治
を
し
な
か
っ
た
。

「
い
の
ち
と
暮
ら
し
」
を
守
ら
な
い
政
治
の
影
響
は
貧
困
や
介
護
の
場
面
で

は
顕
著
に
表
れ
る（
後
藤
論
文
）。

　

こ
う
し
て
「
い
の
ち
や
暮
ら
し
」
を
守
ら
ず
、
世
論
と
科
学
的
知
見
を
軽

視
・
無
視
す
る
菅
自
公
政
権
。
私
た
ち
は
無
力
感
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
入
管
法
案
の
成
立
を
断
念
さ
せ
た
こ
と
は
、
世
論
の
力
が
無
力
で
な

い
こ
と
を
示
し
た（
指
宿
原
稿
）。
な
に
よ
り
二
〇
二
一
年
秋
に
は
衆
議
院
選

挙
が
あ
る
。「
い
の
ち
と
暮
ら
し
」
を
守
る
政
治
を
実
現
す
る
た
め
、
総
選
挙

で
は
主
権
者
の
意
志
を
適
切
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
総
選
挙
に
際
し
、
本

企
画
は
有
益
な
判
断
材
料
を
提
供
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　

な
お
、
今
回
紹
介
す
る
壊
憲
立
法
、
改
憲
手
続
法
に
対
し
て
は
、
成
立
阻

止
に
む
け
て
全
力
で
活
動
し
た
法
律
家
た
ち
が
い
た
。
そ
う
し
た
活
動
の
記

録
を
残
す
こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。「
人
権
」「
平
和
」「
民
主
主
義
」
を
守

る
た
め
、
法
律
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
の
か
も
併
せ
て
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。

 
（「
法
と
民
主
主
義
」
編
集
委
員
会
　
飯
島
滋
明
）
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